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１ 泉大津市立病院地域周産期母子医療センターの概要 

本センターは、周産期医療を特化したもので、地上４階建、延床面積１，８８７．

５４㎡で、１階には小児科救急対応可能な小児科外来を、２階には産科救急対応可

能な産科外来をそれぞれ既設棟より移設する。３階には新生児集中治療管理室（Ｎ

ＩＣＵ）６床、回復期支援病室（ＧＣＵ）９床などを備えた周産期医療施設を、４

階には周産期医療関係のスタッフエリアとし、既存棟と廊下で繋ぐ。 

平成２０年９月に着工し、同２１年５月の竣工で、６月には事業を開始する。 

 

２ 大阪府の周産期医療の状況 

（１）産婦人科医師と分娩を取り扱う医療機関の状況 

大阪府内の産婦人科医師数は、一貫して減少傾向にある。 

また、医学部を設置している府内５大学の産婦人科医局に在籍する産婦人科医師

数も、入局者の減少や新臨床研修の義務化により、平成１６年から急速に減少して

いる。 

同様に分娩を取り扱う医療機関も減少しており、病院だけでみても現在７８病院

となっている。 

 

（２）分娩の状況 

大阪府が実施した産科・婦人科医療資源の実態調査によると、平成１７年の病院

における分娩数は、最近５年では平成１４年をピークに減少傾向にある一方で、診

療所における分娩数は増加傾向にある。 

また、医師一人あたりの分娩数は地域格差が大きく、大阪府の二次医療圏別に見

ると中河内地区や泉州地区において負担が大きい。 

それに伴い、分娩に占める帝王切開娩出術の割合は一貫して増加傾向にあり、産

科医師の負担増加の一因となっている。 

 

（３）ハイリスク分娩への対応 

大阪府では全国に先駆けて、昭和６２年度に産婦人科診療相互援助システム（Ｏ

ＧＣＳ）がスタートし、現在４３医療機関が参加してハイリスク分娩の診療応援体

制を構築している。 

また、昭和５２年度に新生児診療相互援助システム（ＮＭＣＳ）がスタートし、

現在２８医療機関が参加してハイリスク新生児の診療応援体制を構築しており、Ｏ

ＧＣＳとともに周産期医療システムの中核を担っている。 

母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）は６施設において３４床が整備されて

おり、新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）は２６病院において 208 床が整備され、

５施設が総合周産期母子医療センターと位置づけられている。 

高度医療により超未熟児や重症の先天異常のある児の救命率が向上する一方で、

長期に人工呼吸管理を必要とする重症児が増加し、一部のＮＩＣＵでは、長期入院

児により実質的な稼働率が低下しており、ＮＩＣＵが満床との理由から新たなハイ
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リスク新生児の入院に支障をきたす状況になっている。 

また、ハイリスク分娩では産科・新生児科と並行して麻酔科の対応も必須であり、

集約化・重点化が求められている。 

 

３ 泉大津市の位置する泉州二次医療圏の周産期医療の状況 

 

（１）分娩を扱う医療機関 

泉州二次医療圏において分娩できる病院及び診療所は、病院が１０カ所、診療所

が６カ所となっており、その内、産科のオープンシステム（セミオープンシステム

を含む）を導入している医療機関は泉大津市立病院を含め３カ所、助産師外来を実

施している医療機関は５カ所であり、泉大津市立病院は地域の医療機関と連携し、

効率的かつ円滑な医療の提供に努めている。 

 

（２）産婦人科医師・分娩数の状況 

大阪府の産科・婦人科医療資源の実態調査によると、平成１７年の産婦人科医師

数は、常勤換算で、病院 53.4 人、診療所 7.5 人となっている。 

分娩数は、病院が 7,092、診療所が 2,227 となっており、病院の分娩数に対する

診療所の分娩数の比率は、0.31 で、大阪府内の二次医療圏で最も低く、この圏域の

分娩は診療所よりも病院に依存されているという状況である。 

このため、病院は通常分娩からハイリスク分娩までを対応しなければならず、こ

れも病院の産科医師の負担につながっている。 

 

４ 大阪府の産科・周産期医療提供体制の整備 

大阪府の産科・周産期医療機能の集約化・重点化については、大阪府医療対策協

議会産科・周産期医療専門分科会において種々検討が続けられているところであり、

平成１９年３月の中間とりまとめにおいて、 

 

① 産科医師の確保が全国的に困難となっており、産科医師の増加が根本的解決策

であるものの長時間を要することから、当面の対応策として大阪府においても産

科機能を持つ医療機関の集約化・重点化を進める必要がある。 

② 府内において安全・安心な分娩が行われるためには、ハイリスク分娩の診療体

制の整備が前提であることから、集約化・重点化は産婦人科診療相互援助システ

ム（ＯＧＣＳ）に参加する医療機関を中心に、新生児科、麻酔科も含めたハイリ

スク分娩に対応する医療体制充実の視点より進める。 

③ ＮＩＣＵの設置については、産科医療機関の集約化を進める上で重要なポイン

トになることから、産科医療機関の集約化と合わせて整備を行っていく。 

との方向が出されている。 

 また、平成１９年７月にはハイリスク分娩に対応する医療体制の整備を図り、安

定的な周産期医療体制を確保するため、「大阪府周産期緊急医療体制整備指針」を策

定し、各医療機関の役割のすみわけの明確化とともに、機能の充実を図っていく、 
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すなわち、今後、総合周産期母子医療センターを二次医療圏 2 箇所に少なくとも１

箇所、地域周産期母子医療センターを２次医療圏に１箇所以上を整備することとし、

地域ごとにバランスの取れた体制の確保を図っていくこととなった。 

 さらに、大阪府保健医療計画においても、周産期緊急医療体制の整備をする医療

機関の一つに泉大津市立病院を選定し、産婦人科医師を今後重点的に配置していく

こととなった。 

 泉州二次医療圏においては、府立母子保健総合医療センターが、既に総合周産期

母子医療センターとして機能しており、これを補完する形で北部と南部で地域周産

期母子医療センターの機能を分担することが進められた。 

泉州南部地域においては、市立泉佐野病院と市立貝塚病院を中心にそれぞれに産

科と婦人科を集約した。 

北部地域においては、泉大津市立病院が、この地域の住民に安心して分娩と子育

てのできる環境整備を行うため、産科を集約化・重点化し、地域周産期母子医療セ

ンターを整備することとし、婦人科は和泉市立病院が担うこととなった。 

 

５ 泉大津市立病院での分娩について 

 

（１）普通分娩への対応 

 本院では小児科や産婦人科を受診される件数が多く、この本院の特徴を活かし、

充実した医療を実践する目的で平成１３年度に子どもと女性施策プロジェクトを設

けた。 

 主な取組みとしては、母乳育児の推奨、母児同室、カンガルーケア、助産師外来

の開設、女性専門外来の開設、子どもと女性にやさしいアメニティ作り、乳幼児呼

吸モニタ導入による乳幼児突然死症候群対策、助産師による学校での性教育に関す

る指導等がある。 

 また、子育てに問題がありそうな妊婦や小児虐待対策として、市保健センターや

ＣＡＰＩＯ（泉大津市児童虐待防止ネットワーク）と連携を行い、病院だけでなく

地域全体で取り組んできた。これらの取組みは病院ホームページや市広報誌等で広

く市民に情報提供している。 

 産婦人科は、現行の医師 5 名体制に常勤医師 3 名と後期研修医 2 名を加えた１０

名体制とし、基本的には２名で当直オンコール体制を構築し、産科救急を充実させ

る。 

 

（２）ハイリスク分娩への対応 

 本院では、平成１８年４月に「ハイリスク分娩管理加算」の施設基準の届出を行

い、ハイリスク分娩に対応してきた。 

 今後は、地域周産期母子医療センターを開設することで、地域の病院や診療所か

らの紹介や産婦人科診療相互援助システム（ＯＧＣＳ）との連携により、緊急搬送

も受け入れていくことで、より充実したハイリスク分娩の対応ができることとなる。 
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 また、本院の地域周産期母子医療センターは、新生児の体重が 1,000ｇから 1,500

ｇまでを対象とした周産期医療を目指しており、それ以下の低体重の新生児ついて

は、府立母子保健総合医療センターと連携することとしている。 

 地域周産期母子医療センターは、ＮＩＣＵ６床、ＧＣＵ９床を備え、スタッフと

しては、当初新生児医３名、看護師２２名体制で対応する。 

 医師は新生児医だけでなく一般小児科医と院外応援医師が当直や日直の応援に当

たる。既に開設準備として、センター長は周産期医療に長年経験のある新生児医師

が、赴任しており、診察は勿論のこと、関連スタッフに周産期医療の指導を行なっ

ている。また、９月には、周産期医療経験の小児科医師が赴任する。 

新規医師の確保は大変困難を極めており、支援大学医局だけでなく、病院ホーム

ページの活用や経費が係る医師関連サイト等の民間医局を利用するなど、あらゆる

手段を講じて確保に尽力している。 

今後、看護師を含めた残りのスタッフを確保していくが、助産師や看護師は先進

病院の協力の下、順次、周産期医療の研修を行っている。 

  

６ ＮＩＣＵ整備にあたっての病床について 

 

平成 5 年度厚生省心身障害研究「ハイリスク児の総合的ケアシステムに関する研

究」によると、人口約 100 万人当たりＮＩＣＵ病床２０とされている。泉州二次医

療圏の人口は約９２万人であり、この基準に照らし合わせるとＮＩＣＵ病床２０が

必要ということになる。 

 現在、ＯＧＣＳに参加する病院でＮＩＣＵ病床をもつのは大阪府立母子保健総合

医療センターが１８床、市立泉佐野病院が６床で、この圏域では２４床になるが、

府立母子保健総合医療センターについては、府内５つの総合周産期母子医療センタ

ーの一つであり、堺、南河内、泉州の３つの二次医療圏 240 万人口を医療圏として

いることから、人口比率からすると１８床のうち７床が泉州二次医療圏のものと考

えられる。 

このため、泉州二次医療圏のＮＩＣＵ病床は１３床ということになり、泉州二次

医療圏の北部に周産期医療を集約化する場合には、６～７床程度のＮＩＣＵ病床が

必要となる。 

 また、ＮＩＣＵ病床の回復期支援病床（ＧＣＵ病床）については、総合周産期母

子医療センターの指定基準ではＮＩＣＵ病床の２倍以上の病床数を有することが望

ましいとされており、大阪府では、地域周産期母子医療センターの認定基準として、

回復期支援病床を持つことが望ましいとされている。このため、産科集約化・重点

化にあたっては、ＧＣＵ病床を一定数もつことが必要と考えられるため本院として

は９床とした。 
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７ 地方の苦しみと地域医療を守るための決意 
 
（１）財政負担の苦しみ 
本市周産期センター整備・運営に係る経費及び財源は資料１のとおりである。建設

事業費５３８，３５６千円、医療機器３９４，１７６千円の総事業費９３２，５３２

千円である。建設費及び高額医療機器購入費は起債申請しており、建設費については

平成２６年度から償還が始まり、毎年約１５，０００千円、医療機器については平成

２２年度から８４，０００千円の起債償還が始まる。市は基準に基づき、この内２２．

５％の普通校税措置を含め５０％を繰り入れすることになる。現在既に病院繰入総額

約７億円の内３億円を市単費として負担しており、一般会計に重くのしかかっている。 
また、単年度収支を見ると平成２１年度の開業時は１８５，０００千円を始め次年

度から毎年約８０，０００千円の赤字となる。周産期医療は特別交付税措置がされ本

市の場合、NICU６床に対し１４，６２８千円が措置されるので単年度で約６５，００

０千円の赤字となる。病院本体はセンター開設により医療圏の重要な医療を担い、医

療の質を上げることにより赤字幅を圧縮していくとしているが、現状は一般会計から

基準に基づき繰り入れし運営支援をしていくので現行の特別交付税措置の大幅な引き

上げが切なる願いである。 
また、センターの性質上運営には麻酔科医の協力が不可欠である。３０分以内の麻

酔を目安にしており麻酔医の処遇や応援態勢の確保にための費用が増加する。 
 
（２）人材の確保の苦しみ 
本センター運営に必要な医療スタッフを確保するためホームページを通じての募集

や紹介業者との契約は勿論のこと病院開設者で有る私と病院幹部が東京以西から沖縄

まで医師確保にまわっている。産婦人科医師は支援大学の肝いりにより確保し、新生

児医師も地域医療を守るための本市のビジョンに共感していただいた大学の支援によ

り２名確保し、３人目を確保するため奔走中である。また、平成２０年度から産婦人

科医及び新生児医を含む小児科医処遇を一人年間約１２０万円引き上げた。 
 
（３）地域医療を守るため 

地域で安心して出産し子育てができる環境の構築は一医療機関に任を負わすので

はなく行政の責務である。奈良県の不幸な事例を繰り返すことのないように、また、

総合母子医療センターが満床で治療の必要な新生児が、地域を越え府県を越え運ばれ

る必要がないように、治療を終えた母親と子供が母児分離することがないように国・

府・市は最大の支援をすべきである。 
本市は泉州二次医療圏において総合母子医療センターと連携・分担しながら地域医

療を守って行く。これを継続的に進めるため今まで以上の大阪府、国の積極的な支援

を求める。 
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８ 要望 
   ① 周産期センター施設整備に係る費用に対する補助 

② 周産期センター開設後の運営に係る費用に対する補助 

③ 医師確保に係る諸経費に対する補助 

④ 平成２０年度に発行される公立病院特例債に対する財政措置を利息の一部だけ

でなく元金に対しても交付税措置を講じてもらいたい。 

 

９ その他（添付資料） 
 

① 地域周産期母子医療センターに係る収支     【添付資料１】 
② 府内の公立病院と他の病院との位置関係マップ  【添付資料２】 
③ 泉州二次医療圏マップ             【添付資料３】 
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